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○ 取扱い 

原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯の亜脱臼は、外傷等によって歯が不完全に脱臼し動揺している状態を

示しているため、算定にあたっては、う蝕処置が必要とされる傷病名の記

載が適切である。 

 


